
浅草新仲見世商店街施設『昇降バー・袖看板』利用について 

 

新仲見世商店街の昇降バー・袖看板を利用して広告宣伝をする場合は下記の

条項において実施する。 

 

１．掲載料について 

   １バーに付    最大１６か所    （＠      ） 

１フラッグに付  最大１０８か所   （＠      ） 

   支払いは掲載前（相談）にお願い致します。 

  

２．掲載期間について 

   期間は１か月を単位とします。 

  

３．広告依頼主選定について 

  依頼企業に関しては広報委員会または理事会に諮り、商店街加盟店の 

  職種に競合しない企業が前提となります。 

 

４．横断幕、フラッグ製作について 

   製作、取り付け、撤去はすべて依頼主の負担とします。 

   取り付け、撤去作業の時間帯は必ず相談して決定して下さい。 

   尚、各サイズについては以下の通りです。 

    横断幕 ：1 部～3 部バトン長：2,400mm、4 部・5 部バトン長：3,400mm 

    フラッグ：H1,000mm、W600mm 

 

５．広告内容について 

   公序良俗に反しないものを前提としております。デザイン等が出来上り 

   次第、当組合担当者に提出して確認を貰って下さい。   

 

 ６．施工業者について 

   依頼主特定の業者で構いません。紹介も可能です。 

 

 ７．安全性について 

   落下等が無いよう充分注意して下さい。緊急時（番線が切れた等）の 

連絡先を必ず当組合に伝えて下さい。 

  また、取り付け、撤去作業時にはガードマンを入れて通行人の誘導を 

 して下さい。  
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